
財 政 健 全 化 判 断 比 率 等 の 公 表 
 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 3 条第 1 項及び

第 22 条第 1 項の規定により、平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

を公表します。 

 

健全化判断比率 ····· 【基準の範囲内】 
平成 29 年度決算に基づく健全化判断比率については、いずれの指標も早期健全化基準の

範囲内でした。 
※早期健全化基準を超えると財政健全化計画の策定や外部監査の導入が義務付けられます。 

※財政再生基準を超えると財政再建団体となり、あらゆる事業について国から制約が課せられ

ます。 
（単位:％） 

指  標 胎内市 前年度 増減 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 ― ― ― 13.48 20.00 

連結実質赤字比率 ― ― ― 18.48 30.00 

実 質 公 債 費 比 率 11.5 11.2 0.3 25.0 35.00 

将 来 負 担 比 率 165.7 162.9 2.8 350.0  

 

◆実質赤字比率 ············ 【 な し 】 

標準財政規模に占める実質赤字額の割合が実質赤字比率です。 

市の一般会計等に赤字額はないことから、この比率は算出されませんでした。 
 

◆連結実質赤字比率 ········· 【 な し 】 

連結実質赤字比率は、市のすべての会計の実質収支等を合計して算出された赤字額の標

準財政規模に対する割合を表したものです。いずれの会計も赤字額や資金不足額がないこ

とから、この比率は算出されませんでした。 
 

◆実質公債費比率··········· 【 11.5％ 】 

 実質公債費比率は、標準財政規模に対する「実質的な公債費」の割合を示しています。

「実質的な公債費」とは、一般会計の公債費のほかに、債務負担行為に基づく支出額や、

一般会計から公営企業や一部事務組合への繰出金等のうち公債費に充てられた額などを含

みます。 
 

◆将来負担比率 ············ 【 165.7％ 】 

標準財政規模に対する「翌年度以降に支出が見込まれる債務等」の割合です。 

この債務等には実質公債費比率の算定要素である一般会計の元利償還予定額、債務負担

行為に基づく支出、公営企業会計の公債費に対する負担見込み、一部事務組合の公債費に

対する負担見込みに加え、退職手当や、市が出資した公社や第三セクターの債務に対する

損失補償見込額なども加味されます。 
 

資金不足比率 【 な し 】 
 

公営企業会計の資金不足比率は会計ごとに算出されるもので、事業規模に対する資金不

足額の割合が 20％を超えた場合には、その会計の経営健全化計画の策定と外部監査の導

入が義務付けられます。 

市の各公営企業会計の平成 29 年度決算では、いずれの会計も資金不足額がないことか

ら、この比率は算出されませんでした。 


